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『法』について学ぶ
ということ

和田宗久（わだ　むねひさ）
専門分野：会社法、金融商品取引法

１．はじめに

　本稿では「法学」を学ぶ意味や意義について考えてみたいと思います。
　読者の皆さんからすれば、「…考えてみたいと思います」と言われても、ここは
『商学入門』という本の一部ですし、「そんなこと考えるんじゃなくて、教えてくれ
よ！」って思われるかもしれません。ただ、「…考えてみたい…」としたのは、こ
うした話をするうえでは、そもそも、これから学ぶ対象である「法学」とは何かと
いうことを説明しないといけないと思うのですが、実は「『法学』とは何か？」、さ
らにいえば「『法』とは何か？」という問いからして、法律学者にとっても、答え
ることがものすごく難しい難問だったりするからなのです。
　とはいっても、難しいので…と言っただけでは、まったくもって話がはじまらな
いので、とりあえずここでは、『法』というものを「社会において一定の強い強制
力を伴うルール」ということにして話を進めていきたいと思います。
　ところで、ここまでのところについても、読者の皆さんの中には、「なんで『法』
とか『法学』って言葉を使って、『法律』とか『法律学』って言い方をしないの？」
といったことを思ったり、考えたりする人がいるかもしれません。
　たしかに、日常会話の場面を念頭に置きますと、「社会において一定の強い強制
力を伴うルール」について話すときに、そうしたルールを指して『法』という言葉
を使う人はほとんどいないでしょう。おそらく、そのような場面では、『法律』と
いう言葉を使う人が圧倒的に多いのではないでしょうか？ たとえば、「大学で『法
律』を勉強しています」と言う人は多いと思いますが、「大学で『法』を勉強して
います」言う人はあまりいないと思います。また、法律に関わることを仕事にして
いる人たち、すなわち、裁判官、検察官、弁護士、学者・研究者などのことを「法
律家」と呼ぶことはあっても、「法家」とは呼ぶことはまずないでしょう。
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　とはいえ、いま挙げた、いわゆる「法律家」は、一般の人々と話す場面ではな
い、仕事に関わる場面では、言葉をなるべく厳密に使い分けて話をしたり、文章を
書こうと意識しています。そして、そのような「法律家」は、通常、『法律』とい
う言葉を「国の唯一の立法機関であり、国民が選挙で選んだ国会議員によって構成
される国会の議決によって成立した『法』」を指すものとして使っています。しか
し、前ページで一応の定義づけをしたように、「『法』＝社会において一定の強い強
制力を伴うルール」であるとしますと、そうした機能をもつのは、実は国会におい
て定められた『法律』に限りません。後でもう少しこの点にも触れたいと思います
が、私たちの周りには、国会の議決を経ておらず、場合によっては、文章の形で書
かれてすらいないルール（たとえば「慣習」と呼ばれるもの）も存在しており、私
たちはそうしたルールにも縛られながら生活をしています。

　また、ビジネスや経済活動を念頭に置いて考えますと、業界によっては一定の年
月をかけて構築・発展させられてきた独特の慣習が存在していたり、業界に属する
企業同士が共同で作ったりしている団体が定めたルールなどが存在している例も多
く見られます。こうしたルールも、事実上、「（広く）社会において一定の強い強制
力を伴うルール」と捉えることができる場合もあります。

　以下では、国会で制定される『法律』だけではなく、社会に存在するこれらの

「目には目を」で有名な紀元前18世紀のハンムラビ法典（全
282条）が記された石柱（フランス・ルーブル美術館所蔵 :
筆者撮影）。古代社会においても、「法」が存在し、その「法」
がこのようにまとめられて、社会や国家の構成員に対して提示
されていたということを示しているといえましょう。

写真２─１
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ルールをも含む『法』を考察の対象として捉えていきたいと思いますので、『法』、
そして、そうした『法』について考える学問という意味で『法学』という言葉を用
いつつ、話を進めていきたいと思います。
　そのうえで、こうした『法学』について学び、勉強していくことの意味について
考えていきたいと思います。
　なお、筆者は、前述したいわゆる「法律家」の中で言いますと、「学者・研究
者」、そして「大学教員」という立場で法に関わっている者です。もしかしたら、
法学を学んだり、『法』について研究する意義については、各種法律家の立場によっ
て見解が異なるということがありえるかもしれません（といいますか、むしろ、見
解の違いは確実にあると思います）。本稿では、一人の『法』についての「学者・
研究者」兼「大学教員」の立場から、とくに研究領域が企業そのもの、そして、そ
の企業がビジネスを行うための資金を集め、多くの投資家たちが投資を行っている
金融市場に関わる制度やルールであるという立場から『法』について考えていきた
いと思います。

２．法学を学ぶ意味とは？

（１）もう少し『法』について考える。
　本稿では、これまで『法学』のことを『法』について考える学問と述べてきまし
たが、ここで、もう少し『法学』とはどのような学問か？　ということについて述
べたいと思います。
　本来、人間はいかなるルールにも縛られることなく、自由に生きていければ、そ
れが一番幸せであると思います。しかし、すべての人が、自由気ままに生きていく
とすれば、そこでは必ず衝突や、そこまでいかなくても何らかの調整が必要になっ
てくるでしょう。ここにルールの必要性が生じてくることになります。昔からある
有名な法に関する格言の中に、「社会あるところ、法あり」というのがあるのです
が、まさにそうであるといえるでしょう。
　そのうえで、言うまでもありませんが、『法』は、国や組織など、それが適用さ
れる範囲の中においては、その法が確実に強制される人と、そうではない人、甘く
しか強制されない人、といった区別がされるべきではありません。たとえば、わが
国の国会が制定した法律は、原則、その適用範囲は日本国全体ということになり、
その範囲にいる人々全員に対して、その内容が強制されることになります─ただ、
これはあくまで原則でして、契約などの法律行為（この「法律行為」という言葉も
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専門用語ですが、ここでは、「人に権利や義務を発生させたり、その内容を変更し
たり、消滅させたりする行為」、ということにしておきます）を成立させたり、そ
れによる効力がどのようにして生じるか、ということについては、契約などの当事
者が選択した地の法によるものとされており（法の適用に関する通則法７条）、国際
的に行われる契約や取引などにおいては、実際、こうした取決めがなされる例が多
く見られます。また、刑法という法律では、一部の犯罪については、日本国外で犯
されたものであっても適用対象とされています。同法１条～４条の２参照）。
　いずれにしても、『法』は、原則として、そのコミュニティ、国や社会の「構成
員の全員」に対して平等に適用されることになります（とはいえ、一部の法につい
ては、それを適用する段階で、人によって法が厳格に適用されるとそうでない人と
いったような差異が生じていることもあり、事実上、不当な優遇や差別がみられる
こともあります）。
　こうして考えてみますと、『法』とは、つまるところ、あるコミュニティ、社
会、国における人々、さらに国際慣習法と呼ばれるようなルールなどについては世
界中の人々が守らないといけないルールであり、『法学』とは、そうしたルールが
どのような形でこの世の中に存在すべきであり、また、そうしたルールがどのよう
に運用され、適用されたりしていくいくべきか、ということについて考える学問で
ある、ということになります。
　では、こうした『法学』について学んだり、研究したりすることには、いったい
どのような意味や意義があるのでしょうか。

（２）実学としての法学
　ここで唐突ですが、広辞苑で『実学』という言葉を引いてみますと、その意味と
して、まず第一に「空理・空論でない、実践の学。実理の学…」ということが挙げ
られています。また、第二の意味として「実際に役立つ学問。応用を旨とする科
学。法律学・医学・経済学・工学の類」と記されています 1）。このように、広辞苑
の中では、「法（律）学」は実学の代表的なものの一つとして挙げられています。
このことは決して間違いではなく、たしかに法学にはそうした側面があるように思
います。
　いうまでもなく、『法』は、個人や企業が何らかの活動を行うとき、とくに何ら
かのビジネスに関わる活動を行ったり、ある会社に就職をする、会社との間で取引
をする、といったように、既にビジネスを行っている主体と関わり合いを持ち始め
ていくときに常につきまとうものです。したがって、皆さんが、将来、社会に出

CommG01p001_038.indd   21 2016/09/16   15:42



◆経 営 Management

22　商学入門　〈経営〉

て、ビジネス活動や経済活動を行っていこう、ということを考えているとします
と、そうした活動は必ず『法』を守ったり、踏まえながら行っていかないといけな
いので、事前に大学などでビジネスに関わる『法』について学んでおき、それを将
来の様々なビジネスシーンで活かしていく、ということにはそれなりの意義がある
ように思われます。
　また、大学に入学した人の中には、将来の仕事として、弁護士、検察官、裁判官
といった法曹になることを目指している人、また、公認会計士を目指している人、
さらには、各種の公務員になることを目指しているような人も多くいると思いま
す。そうした人たちにとっては、『法』について学ぶということは、それらの職に
就くため、もしくは、そうした職に就く前提となる資格を取得したり、試験に合格
するために必須ということになります。そして、こうした場面で求められる『法』
に関する知識は、実際に仕事に就いた際に役立つ知識、実践に役立つ『法』の知識
であるはずですので、『実学』としての『法』を学ぶことは、まさに、将来の仕事
に繋がるものであり、当然、意味や意義があることだと思います。
　しかし、ありきたりではありますが、大学において法律を学ぶことの意義は、実
はこうした『実学』としての『法』について学ぶことだけではないように思いま
す。これはあくまで筆者の個人的な見解ですが、大学では、そのような視点のみか
らだけで『法』を学んでほしくない、といいますか、そうした学び方をするだけで
はもったいないと考えています。
　では、どのような視点を持ちながら法学を学んでほしいのか。以下では、そうし
たことについて考え、述べていきたいと思います。

（３）学問としての『法学』を学ぶ意味・意義
①他の学問領域の理解を深めるための道具としての法学
　ここで基本中の基本に戻り……この本のタイトルは『商学入門』ですが、とりあ
えず『商学』という学問を「ビジネスと経済の融合領域であり、ヒト・モノ・カ
ネ・情報等の諸資源の配分に関する機能や制度を国内および国際的観点から考察
し、理論的かつ実証的な研究を行う。すなわち、経済の基盤をなす産業の動向、企
業行動やビジネス活動、消費者行動、種々の経済取引を理論・機能・制度に着目し
て研究し、もって経済社会を質・量ともに豊かにすることを基本に据えている」学
問であるとします 2）。そうであるとしますと、こうした『商学』について網羅的に
学んでいくうえでは、様々な領域の学問分野、たとえば、これまでの伝統的な学問
領域でいえば、経済学、金融（ファイナンス）論、統計学、会計学、経営学、マー
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ケティング論、心理学、そして法学…などといった学問領域について学んでいく必
要が出てくるように思います。
　そして、法学を学ぶ一つの重要な意味・意義は、こうした他の学問領域について
勉強したり、研究していくこととの関係において見出されるように思います。
　なぜかといいますと、様々なビジネスや経済活動を行うことの基本は、まずは
「人」対「人」、「人」対「企業」または「企業」対「企業」の『契約（contract）』
からはじまることが多いのではないかと思います。たとえば、ビジネスをするに
は、何をするにもとりあえず元手となる資金が必要でしょうし、最初からその資金
を自分で持っている人もいるかもしれませんが、そうでなければ、そうした資金を
どこからか集めてくる必要があります。その際、おそらく誰かに出資をしてもらっ
たり、融資をしてもらったりすることになるでしょう。また、実際にビジネスをは
じめるには、そのように集めた元手を使って人を雇ったり、ビジネスを具体的に進
めていくための設備に関わるものや、原材料などを購入したり、場合によっては、
それらを借りたりもするでしょう。こうした行為のほとんどは『契約』という行為
を通じて行われます（具体的には、金銭消費貸借契約、雇用契約、売買契約などで
す）。また、いったん個人や企業がビジネスや経済活動を開始した後も、その後の
外部の人々（取引先や消費者など）と関わる活動、すなわち対外的な活動の多く
は、同様に『契約』を通じて行われていくことになるでしょう。
　こうした『契約』については、民法という法律をはじめとして、様々な法律に
よって規律がされています。読者の方の中には、「なんで『契約』に法律が関係し
ているのか？」といった疑問をもつ人がいるかもしれません。しかし、ここで『契
約』についての話を取り上げたのは、簡単に言いますと、『契約』は、皆さんが友
人などとよくする『約束』とは違う、『法（に基づいた）制度』だからです。この
ことについて、もう少し詳しく説明してみましょう。
　たとえば、Aと Bという人たちがいたとして、Aが Bに「明日、ランチをご馳
走しよう。」と言い、Bに対してご馳走をする約束をしたとします。しかし、Aは、
翌日寝坊をしてしまい、Bにお昼をおごる約束をすっぽかしてしまいました【図
２─１参照】。この場合、おそらく、Bは「Aさんはヒドイやつだなぁ…」と思い、
実際にそのような文句をAに言うかもしれませんし、程度の問題こそあれ、友達
としての関係にヒビが入ることがあるかもしれません。しかし、通常はそうした程
度のことで済む場合が多いと思います。

　これに対し、XとYという人たちがいたとして、Xが移動式のパン屋さんを営
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むことを計画し、Yさんから車を 50 万円で購入しようと売買契約を結んでいたと
します。ところが、XはYに 50 万円を支払ったものの、Yはまったく車を引き渡
してくれなかったとします【図２─２】。この場合も、Xは、Yに対して「Yはヒド
イやつだなぁ…」と言うだけで終わらせるでしょうか？　少なくとも、Xの立場に

X Y

わ
か
っ
た
！売買契約

⬇

　履行されず！

車を50万円で
売って！

図２─２

A B

明
日
、
ラ
ン
チ
を

ご
ち
そ
う
す
る
よ

Ｏ
Ｋ
！

あ
り
が
と
う
！

約束
⬇

　守られず！

図２─１
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なってみれば、答えはおそらくNO！でしょう。
　なぜなら、Xは、パン屋さんという仕事を営むために車を購入しようとしていた
のですから、Yが車を引渡してくれないということは、Xがやろうとしていたパン
屋さんとしてのビジネスを頓挫させ、ひいてはXの生活の基盤を脅かすことにも
なりかねないからです。仮にこうした事態になったとした場合、Xは、当然「Yは
ヒドイやつだなぁ…」と言うだけでは済まないでしょう。

　現在のわが国の『法』の下では、そのようなXの立場を擁護します。すなわち、
X・Y間の『売買契約』については、（ア）もし事後に可能であれば、YがXに車
をキチンと引き渡す（履行強制）、（イ）Xにとっては、もうYは信用がおけない
ので、当初の売買契約をなかったことにする（契約の解除）、または（ウ）XはY
のせいで、パン屋さんとしてのビジネスを始めることができず、それによって既に
購入していた小麦粉その他の原材料が使えなくなるなどの損害が発生した場合、そ
うした損害をYの負担によって穴埋めさせる（損害の賠償）、といったことが認め
られ、また、そのようなXに対する保護や救済を実現するために国家が力を貸し
てくれる可能性があるのです。こうしたことは民法という法律で定められ、そし
て、具体的なケースについて、（ア）～（ウ）のいずれか、またはそれらの複数の
処理がどのような場合に認められるか、といったことについて、そのための解釈・
運用が裁判所などによってなされていくことになります。
　もちろん、Yにとっては、仮に（ア）～（ウ）のような形で処理がなされるとす
れば、それは、事情によっては、ある意味でかなり辛い立場に置かれることにもな
りかねません。それでも、このようにして、『契約』をなるべくその締結時の当事
者の意思に沿う形で実現するように仕向け、そして、仮にその通りにはならなかっ
た場合でも、契約内容を反故にされた者に対して一定の保護や救済を与え、当初の
契約内容から逸脱した状態を作り出したということについて責任ある者がいるとす
れば、その者に対して賠償等の責任を課すようにしておくことは、世の中に非常に
数多く存在する『契約』を安定的に実現させることに繋がっていくでしょうし、仮
に、『契約』の内容が適切に実現されなかった場合があったとしても、当事者に生
じるマイナスの影響を最小限にとどめることに結びついていくでしょう。
　こうして考えてみると、それが果たされなかったからといって、人間関係上のヒ
ビが入るくらいの影響で済みそうな『約束』とは別に、『契約』というものを社会
において特定・認識し、その『契約』がどのようにすれば成立するか、履行が当初
の予定通りされない場合やまったく履行されない場合における処理などついて、法
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によってルールを定め、『法制度』としておくことは、多くの人々にとってビジネ
スや経済活動を円滑に進めていくえうえでの安心に繋がるでしょう。そして、その
ようにして法制度化された下で、多くの人々や企業が必要なときに安心して『契
約』を締結することができるようになることにより、そうしたことがまた、数多く
のビジネスや経済活動を成り立たせていくことにつながっていくでしょう。
　そして、何よりも重要なのが、このようにして、社会において数多くの『契約』
が締結され、そうしたことを通じて多くの人々や企業がビジネスや経済活動に従事
しているという状況に対し、経済学、会計学、経営学といった各学問領域の視点か
らそうした状況が観察・分析がなされ、また、新たな知見が加えられ、現実の社会
にフィードバックされてきていることにより、より豊かな経済社会に実現に結びつ
いていくことになる、ということです。
　こうした『契約』制度についての話に代表されるように、『法学』には、他の学
問領域において分析や検討を行う前提としての、現実に起こっている事象（多くの
人々が締結している契約など）に対する正確な理解に役立つのではないかという意
味で、学ぶ意味や意義があるように思います。
　そのような例は、『契約』制度以外にも、たとえば、経済学や金融論などが検討対
象としている金融市場（資金の出し手である投資家と、ビジネスのために資金を欲っ
している企業とを結びつけている場）についても、その中核の一つをなしている株
式市場、とりわけ金融商品取引所（証券取引所）などは、わが国では『金融商品取
引法』に基づき、そのルールに従って作られていますし、そもそも、わが国におけ
る企業の多くが『株式会社』という形態をとっていますが、その株式会社なども、
『会社法』に基づき、そこに記されたルールにしたがって作られ、運営されています。
　また、このようにして、法学が他の学問領域に関する勉強や研究の一助となる、
すなわち、「法学（の勉強・研究）→ 他の学問領域（の勉強・研究）」という流れ
があるのに対し、反対に、「他の学問領域（勉強・研究）→ 法学（の勉強・研究）」
という流れもあります。たとえば、他の学問領域において、その研究の結果、人々
や企業や社会に対し、一定の方向に向かわせるべき、というアウトプットがあった
として、そうしたことを世の中で広く行うためには、『法』を変える、すなわち、
新たな立法をしたり、既存の『法』を変化させる（法律を改正したり、法解釈を変
更するなど）といったことを内容に含むことになります。このような場合、『法』
についての理解を深めておくことは、より正確かつ具体的なアウトプットを行うこ
とに繋がるということもあるでしょう。そして、それがまた法学に対する刺激とな
り、発展に繋がっていくことになると思います。そうした意味でも、『法学』以外
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の他の学問領域についての勉強や研究を行う前提として、『法学』について理解し
ておくことも、大変重要であるといえるでしょう。

②『法学』を学ぶことそのものの意義─伝統的な法学の勉強や研究の意味・意義
　ここでは、他の学問領域についての勉強や研究との関係はとりあえず置いておい
て、『法学』を学ぶこと、それ自体の意味や意義について考えてみたいと思います。
　こうしたことを述べる前提として、まず、『法学』という学問の特徴として、物
理学や生物学などの自然科学におけるような「真理の探究」といった側面があまり
ないということを述べておく必要があるように思います。
　なぜなら、『法』は社会において必要なもので、その社会は、数多くの人間、そ
れもそれらの人間の意思や欲求が集合して形作られるものであって、『法』のあり
方は、それらの人間が作り出している社会の状況や有り様によって変わってくるも
のであろうからです。また、そのようにして人為的に考えられたり、作り出される
ものという側面が強い『法』が、社会の状況や有り様に対して影響を与え、社会を
変えていくということもあろうかと思います。したがって、「法学」は、人間の意
思や欲求とは関係のないところで、自然界や宇宙全体のどこかに「解」や「真理」
が存在していると考えられ、それらを探求している自然科学とは一線を画した学問
領域であるように思います。
　とはいえ、『法』について考えていくうえでは、社会のこと、多くの人々や企業
のことを観察したり、考察していく必要があることはいうまでもありません。そう
しなければ、おそらくいい『法』は考え出されないでしょうし、また、実際に
『法』を守らなければならない社会の構成員の支持や賛同、コンセンサスが得られ
ず、実際にはほとんど存在していない『法』として扱われしまうことにもなりかね
ないでしょう 3）。
　また、『法』について考えていくうえでは、一定の「継続性」や「連続性」を考
慮することも求められます。ちょっと難しい言い方をしますと、「法的安定性」や
「予見可能性」の確保、とも言いますが、要は、『法』の内容は、十分な理由なく、
気まぐれにコロコロと変化させてしまっては、逆に社会を混乱させてしまうという
ことに繋がりかねない、ということです。そうした意味で、『法』について考える
うえでは、昔（…といっても、研究をするコンテクストによって、ローマ帝国が存
在していた時代のように、ものスゴく昔をさすこともありますし、ちょっとだけ前
のことをさす場合もあります）の法律学者、立法担当者、裁判官はどのように考え
たのか、また、同じような問題について他の国では、どのような対処がなされてき
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たのだろうか、といったことを踏まえておくことは非常に参考になりますし、実
際、そのような分析を行って『法』のあり方が主張されるということもよくありま
す。このようにして、『法学』について勉強・研究していくためには、広く人々の
こと、社会のこと、場合によっては世界のこと、そして、『法』がこれまでどのよ
うな歴史の変化の下で、歴史的にどのような変遷を辿ってきたか、ということを踏
まえておくことが重要ですし、逆に言えば、『法』の内容のみを見たり覚えたりし
ただけでは不十分ということも多いといえます。
　とくに、日本における『法学』、とりわけ研究の場面では、外国の『法』とその
歴史についての詳細な分析や研究が行われてきたという経緯があります。なぜな
ら、日本における主要な法律は、明治に入って以降、外国の『法』の影響を色濃く
受けて作られた、ある種の輸入物であり、そうした法律について何らかの解釈を導
き出したり、日本の社会に合わせるべく、何らかの修正を加えたりするうえでは、
輸出元である外国の国々の『法』についての理解が欠かせない、と考えられてきた
からです。
　たとえば、日本における刑法や民法の起草には、1873 年に来日したボアソナー
ドというフランス人が深く関わっていましたし、憲法や商法の起草には、1878 年
に来日したロエスレルというドイツ人が深く関わっていました。これらの２人は、
必ずしも、自国の『法』のみを参考にわが国における法律の起草を行ったわけでは
ありませんが（たとえば、ロエスレルによる商法草案の起草においては、イギリス

（http://www.hosei.ac.jp） （http://www.djg.passau.de）

写真２─３
ヘルマン・ロエスレル

写真２─２
ギュスターヴ・エミール・ボアソナード
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その他の国々の法律なども多く参照されています）、いずれにしても、わが国の主
要な法律は、明治時代にヨーロッパの国々の『法』の影響を強く受ける形で成立し
たという歴史的事実があります。
　そのうえで、第二次世界大戦での敗戦や、その後の世界経済やわが国が置かれた
状況などもあり、ビジネスに関わる法分野をはじめ、いくつかの法分野では、アメ
リカの『法』の影響も強く受けてきました。

　こうした事実もあり、日本の主要な法律は、これまで、とくにヨーロッパの
国々、とりわけ、フランス、ドイツ、イギリスといった国々、そして、アメリカの
『法』の影響を強く受けてきているといえますし、そうである以上、わが国の『法』
に関わる学者や研究者たちは、これらの国々の『法』について分析・研究を行い、
それらをもとにして、わが国の『法』、それによって作られる制度や、裁判所にお
ける『法』の解釈のあり方やあり様について提言などを行ってきました。
　したがいまして、わが国の『法』に関わる学者や研究者たちの多くは、ある意味
で、外国の『法』、そして、その外国やわが国の『法』の歴史についてのスペシャ
リストであり、自分が専門とする法分野のフランス法、ドイツ法、アメリカ法また
はイギリス法の状況や歴史について非常に詳しかったりします。こうしたことか
ら、大学における伝統的な『法学』教育は、現状の法律や、その解釈など、『法』
がいまどうなっているかという説明は当然にするものとして、その先にあったの

松本穣治（1935）『日本会社法論（第5版）』巌松堂
書店（筆者所有）。筆者がこの本を古書店で購入した
ところ、戦前の商工省がこの本の購入のために費用を
出した旨の書類が挟まっていました。当時の官僚も、
この本を参考に仕事をしたのでしょう。実際に古い本
を手に取るとこのような出会いがあることもあります。

写真２─４
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は、ある意味で、こうした多様な世界や歴史を見せるということにあったようにも
思われます。講義やゼミを通じ、ヨーロッパやアメリカを中心とした国々の
『法』、そして、その背景にある社会、文化その他の知識を得てもらい、それらを通
じて、一部ではありますが、それらの国々の社会を疑似体験してもらい、そうした
ことをもって、それぞれの学生さんたちにとって、その後の人生における自らの引
き出しの中味の一つにしてもらう。このようなことが大学における『法学』教育に
おいてなされてきたように思いますし、そうしたことには大きな意味や意義があっ
たように思います。
　他方で、こうした『法学』教育は、やり方や学生さん達の受け止め方によって
は、単に外国語（横文字）で書かれたものを日本語（縦書き）にしたものを教わる
にすぎない、という批判がなされてきたということも事実です。筆者も、『法学』分
野における伝統的な研究手法、大学での『法学』教育のあり方については、本当に
このままでよいのだろうか…といったことが常に心のどこかで引っ掛かっていました。
　ところが、近時、『法学』の世界は、そうしたことで深く悩んでいる暇もなく、
その取り巻く環境に大きな変化が生じてきており、それ故に新たなチャレンジが求

田中耕太郎（1939）『改正会社法概論』岩浪書店（筆者所有）。この本の著者は、第
二代目の最高裁判所長官や、国際司法裁判所の裁判官もつとめた有名な先生ですが、
筆者がこの本を古書店で購入したところ、筆者のサインが入ってました。筆者は、と
きどき「今、自分は著者が実際に手にとって自分の名前をしたためた本を手にし、そ
こに書いてる『知』を参考に研究をしてるんだぁ。」と感慨にふけるときがあります。

写真２─５
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められるようになってきています。そして、それとともに『法学』について勉強し
たり、研究したりする意味や意義についても大きな変化が生じてきているのではな
いかという事態が起こってきました。この点については、節を変えて述べていきた
いと思います。

３．『法学』の新しい地平─『法学』に求められる新たなチャレンジ

（１）現在の『法』や『法学』を取り巻く状況─これまでの変化
　前述したようにこれまでの伝統的な『法学』の研究や教育は、外国の『法』や歴
史的な経緯を参照しながら行われてきた面が大きかったと思います。しかし、近時
では、とくにビジネスや経済活動に関連する法分野において、そのようなアプロー
チだけでは足りないといいますか、別のアプローチがとられなければならない状況
が生まれてきています。
　なぜなら、まず、ある意味でよいことでもあると言えますが、日本も既に先進国
の仲間入りをしており、これまで主要な法律や法制度の整備については、欧米の法
律や法制度と比較して遜色ないものとなってきており、また、適宜、日本の社会状
況に合わせて一定のカスタマイズもされてきているということがあります。
　また、とくにビジネスや経済活動に関わる法分野については、ヨーロッパ各国や
アメリカその他の国々において、共通したルールや類似したルールを採用する動き
が出てきており、日本だけが独自にヨーロッパやアメリカの『法』を大きくカスタ
マイズして導入する、といったことが行いづらい状況が生じてきています。
　こうしたことの背景には、ビジネスや経済活動に関わる活動が、それぞれの国を
超え、国際的になされてきているということがあります。人々や企業は、国境を超
えてビジネスや経済活動を行うようになってきていますし、また、お金について
も、投資の対象として魅力のあるところに、瞬時に移動して、世界中を駆け巡って
います。たとえば、【図２─３】をみても分かるように、わが国の証券取引所で取引
されている株式を保有している現在の株主の属性としては、外国法人等が最大の勢
力であり、2014 年度については全株式の 31.7％が彼らによって保有されているこ
とが分かります。

　加えて、読者の皆さんの多くが既に実感していると思いますが、近時のビジネス
や経済活動の国際化の進展には目を見張るものがあります。たとえば、一般の消費
者が海外で売られているものを購入するということも、従来はデパートや代理店な
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どを通じて行われてきたのですが、今はAmazon などのインターネット上のサイ
トを通じて容易に行うことができるようになってきていますし、同じように中小企
業が海外の人々や企業に対してモノやサービスを提供し、対価を得たり、そのため
に送金してもらうことも容易にできるようになりっています。こうしたことは、イ
ンターネットに代表される、いわゆる IT（Information Technology）に関連
する様々な新しいなテクノロジーの登場や進化によってもたらさてきている面が大
きいように思います。人々は、インターネットを通じて、海外の人々や企業と繋
がったり、情報の共有をしたり、取引なども容易にできるようになり、また、ス
マートフォンやタブレット、そして、とくにそれらを用いるソーシャル・ネット
ワーキング・サービス（SNS）の登場や発達によって、様々な人々や企業とも、
簡単に、かつ、頻繁に繋がることができるようになってきました。こうしたこと
は、多くの読者のみなさんも実感しているところだと思います。
　このようにして、物理的にはスゴく遠いところにいる世界中の人々や企業との距
離が、情報伝達の上ではものすごく近い存在となり、様々な交流や取引を容易かつ
頻繁に行えるようになってきている現在の状況のもとでは、『法』やルールも徐々
に世界全体での共通化が求められるようになってきます。そうした状況のもとで
は、どの国においても、同様の『法』やルールが採用されていくとすれば、とくに

年度

（保有比率）

生・損保・
その他金融

政府・
地方公共団体

都銀・
地銀等 証券会社事業法人等 個人・その他 外国法人等信託銀行

 東京証券取引所等『2014年度株式分布状況調査』より

図２─３　投資部門別株式保有比率の推移
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ビジネスや経済活動はより円滑に進めやすくなるからです。このようなニーズか
ら、今、ビジネスや経済活動に関わる法分野では、世界共通の『法』やルールを設
定する動きや、既に各国が導入している『法』やルールを共通化していくような動
きがみられてきています。たとえば、2015 年 10 月に参加国で大筋の合意に至り、
2016 年 2月に署名がなされた環太平洋経済連携協定（The Trans-Pacific 
Partnership：TPP）には、関税の撤廃や削減以外にも、そのような側面がありま
すし、EUなども、構成国間で様々なルールの共通化を図ってきています。
　そうした世界の一定の地域間でのルールの共通化の動き以外にも、世界的に同様
のルールが敷かれようとしている分野もあります。たとえば、現在、わが国を含む
多くの国々の株式会社やそれと同様の企業制度については、一定の数や割合の独立
した立場の取締役を社外から呼んでくるということが国の定める法律や、証券取引
所の規則などによって要請されるようになってきています。また、会計に関する
ルールについても、ロンドンに本拠地を置く IASB（International Accounting 
Standards Board：国際会計基準審議会）が IFRS（International Financial Reporting 
Standard：国際財務報告基準）というものを設定してきており、企業が財務に関
わる情報を開示する際に拠り所とする会計の基準を世界的に統一しようという動き
がみられてきています（ただ、アメリカや日本などでは、この IFRS をどのうよう
な形で取り込むか、また、これまで培ってきた自国の会計基準とどのように摺り合
わせていくか、といったことについて、まだ明確な方向性は示されていません）。
今後、こうした動きは、とくにビジネスや経済活動に関わる法分野において、より
多く見られてくるように思います。
　こうした中、日本の『法学』の世界では、これまで、海外の論文集や雑誌などを
通じ、世界に向けて、「世界共通、どの国の法制度や、グローバル・スタンダード
はこうした方がいい！」といった意見や主張を発信することはあまりしてきていま
せんでした。しかし、世界が前述したような状況にある以上、これからは、少なく
とも『法』に関わる研究を行っている学者や研究者は、自国だけではなく、他の国
や世界の人々にとっても、よりよいと思われる『法』のあり方についてアイデアを
生み出し、それが世界的な『法』やルールに反映されていくよう、外に向けて発信
していかないといけない。そうした面が出てきているように思います。

（２）社会の変化と新たな問題への対処の必要性
　近年の ITに関わる技術の発展は、多くの人々や企業の様々な出会いや結びつき
をもたらしてきたと当時に、新たな事象や現象を生み出してもきています。
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　たとえば、現在、世界中でクラウドファンディング（Crowdfunding）という
資金調達手法が注目を浴びています。これは、資金を必要とする企業が、インター
ネットなどを経由し、いわゆるクラウドファンディング・プラットフォーム（通常
は、企業等の資金調達に関わる情報を提示し、関心をもった投資家たちから投資を
募るホームページ等）を介して、広く社会（場合によっては世界中）に向けて資金
の提供を呼びかけ、一人当たりの投資家からは少額であっても、多くの人々や企業
等からそうした資金を集めることによって、一定のまとまりのある資金を調達する
仕組みのことを指します。こうした資金調達手法は、2008 年に起こったいわゆる
リーマン・ショックによって世界的に資金の流れが停滞し、そのために新しいビジ
ネスを起こそうにも、そのための資金の調達に困った企業や起業家たちが編み出し
た資金調達手法といわれています。
　このクラウドファンディングは、大きく分けて、⒜寄付（Donation）型、⒝リ
ワード型（見返り型とも言われます。通常、資金提供者には新商品やその試作品の
提供、その他サービスなどの先行予約権などが付与される形をとっています）、⒞
融資・貸付型、⒟株式型、⒠配当型（Royalty 型とも言われます。通常、資金提
供者は配当などの形で収益の分け前を受け取れます）といった類型があるといわれ
ています。
　こうしたクラウドファンディングに関する世界的な状況についてリサーチなどを
行っている会社の調査によりますと、現在までのところ、クラウドファンディング
を通じた資金調達は、年々、加速度的にその規模を拡大し続けてきており、中で
も、融資・貸付型のクラウドファンディングが非常に活発に行われるようなってき
ているようです（世界全体におけるクラウドファンディングによる資金調達規模
は、2012 年に 27 億ドル、2013 年に 61 億ドル、2014 年に 162 億ドルに達し、2015
年は 344 億ドルに達するものと見込まれており、その 2015 年に行われたクラウド
ファンディングのうち、251 億ドルが融資・貸付型によるものと見込まれるとのこ
とです 4））。
　こうした新たな資金調達手段の登場は、新たにビジネスを始めたり、展開してい
きたい企業にとっては、世界中から資金を集める機会が得られ、また、投資家に
とっても、様々な企業への投資機会が増える、という意味では一見すると非常に望
ましいことであるように思われます。他方で、ここまで急激にその規模が大きく
なってきますと、おそらく、これから、詐欺的にお金を集めるといったケースや、
そこまでのケースではないにしても、企業が思ったような成果を挙げられず、当初
約束していたリターンを投資家に対して返すことが出来ない、といったケースもた
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くさん出てくるものと思われます。そのような場合に、いったいどのような処理が
されることになるのでしょうか？　クラウドファンディングの投資家たちが世界中
に散らばっていた場合、誰がどのように保護を図ってくれるのでしょうか？　といっ
たようなことについては、これまでのところ十分な議論がなされてきていません。
　また、このようにクラウドファンディングが世界的に活況を呈してきていること
とも関連があると思われますが、今、世界的には、様々なイノベーションが、中小
規模の企業、それも比較的若い人たちが起業した中小企業から生まれてきている傾
向が見られています。筆者は経営学の専門家ではありませんので、その明確な背景
や理由等については述べることはできませんが、おそらく、上の立場や地位の人た
ちの指示によって、企業全体のやることや大筋の方向性が決められしまい、そうし
たところからあまり逸脱することが許されない大企業よりも、中小規模の企業の方
が、より小回りがきき、少人数の人たちが比較的自由に新たなことにチャレンジが
できる環境が整っている場合もある、ということなどが影響しているのでしょう。
　いずれにしても、近年のこのような状況を受け、たとえば、EUでは、その構成
国内の成長のエンジンは SMEs（Small and medium-sized enterprises: 中小企業）
であるとしたうえで、ただ、他方で、これまでそうした SMEs に対する資金の供
給量がアメリカと比してかなり低調であったとして、今後は、とくに革新的な、高
い成長が見込まれる SMEs に対して資金を十分に供給するための手段を講じうる
こととしました。具体的には、SMEsに向けたものを中心に、株式投資をより促進
するためのEU規模での資本市場の整備、すなわち、全 28の構成国のための単一の
資本市場連合（a Capital Market Union）を 2019 年までに稼働させるといった動き
がみられています 5）。
　これまでは、株式を広く流通させて、多くの投資家に投資を募って行う資金調達
は、どの国でも一定の規模をもった、社会的にも信用ある企業しか認められてきま
せんでした。わが国でも、たとえば、東京証券取引所一部上場企業といえば、それ
なりに規模の大きい、信用のある会社、というイメージを多くの人が持っているで
しょう。それを、EUは、多くの中小企業に対しても、そうした資金調達手段をと
ることについて門戸を開こうとしているのです。
　こうしたことが予定通り行われるとすれば、これから成長していきたいと考えて
いるEUの中小企業にとって、今までは自らお金を用意するか、金融機関等からお
金を借りるなどするしかなかった資金調達方法の選択肢が増え、より容易に資金を
調達することができる例も増えてきそうです。そして、話が少し早いかもしれませ
んが、EUがそのような状況になれば、わが国でも、同じように中小企業向けの株
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式市場の整備が行われていく可能性があります。
　ただ、そのような状況になった場合、おそらく、株式市場で正当に評価がなさ
れ、資金調達が無事に出来て、ビジネスが成功する中小企業が現れる一方、やは
り、詐欺的に資金調達を行い、投資家に対して被害を与えてしまうようなケースも
今後は出てくるように思います。2000 年代以降についてだけみても、そのような
悪い例を挙げればキリがありませんが、とくに社会的に信用のあった大企業が、多
くの株主やその他関係者からウォッチされ、かつ、数多くの公認会計士などから
チェックを受けていた下でも、不正なことを行っていたという例が絶え間なくみら
れてきていることは読者の皆さんもご存じだと思います。仮に、数多くの中小企業
が、直接個人から資金を調達できるような仕組みが整えられたとした場合、これま
で以上にそうした問題や不祥事が発生するということも十分に予想されます。そし
て、ひとたび、そうした例が頻発したとすれば、せっかく、中小企業のため、ひい
ては新しいビジネスにチャレンジしたい起業家たちのために作った制度が、多くの
会社の信用、引いては、株式会社制度の信用の失墜を招くことにもなりかねません。
　以上のようなことを踏まえて、ここで何が言いたいかと言いますと、クラウド
ファンディングの隆盛や、新たな中小企業向けの株式市場の整備は、それ自体、プ
ラスのことも多いと思われるのですが、他方で、マイナスのことが発生するという
可能性も十分に考えられるということです。したがって、そうしたマイナスをなる
べく減らし、できる限り発生させないようにするために、適切な『法』を考えてお
く。そうしたことがビジネスや経済活動に関わる分野の『法』について考える学者
や研究者、そして関連する政策担当者や裁判官などに求められているように思われ
るのです。
　しかし、クラウドファンディングや中小企業向けの株式市場に直接関連する
『法』については、ほとんど前例などありません。したがって、これから起こりそ
うなことを予測し、必要な『法』やルールを創造して、しかも、場合によっては、
それらを世界的に置き、実施していく必要があるように思われるのです。すなわ
ち、『法学』には、分野によって、社会やそこでみられる現象・事象の急速な変化
に対応し、前例のないところで、これまでにはあまり求められてこなかった想像力
やクリエイティビティを活かしながら、あるべき『法』について発信していくこと
も求められてきているのです。
　ただ、このようなある意味で新しいものを生み出す作業をおこなっていくうえで
は、他の研究領域における知見を用いることも当然必要になってくるものと思われ
ます。すなわち、たとえば、現状の社会や経済状況、そこで起こっている事象をな
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るべく客観的に知るうえで「経済学」や「統計学」などの知見を用いることは非常
に有用かつ重要になっていくでしょうし、また、たとえば、「会計学」の知見など
も、クラウドファンディングや株式市場を通じて資金調達を行うとしている中小企
業などに対して、投資判断に資するどのような情報の提供を求めるか、といった具
体的な『法』のあり方について考えていくうえなどで必須となってくるでしょう。
　さらに、人々や企業、そして、社会のこれからの行動を予測し、適切な『法』に
ついて考えていくためには、「心理学」やとくに「ゲーム理論」のような分野の経
済学の知見も必要になってくるかもしれません。もっと言えば、人々や企業、そし
て、社会のこれからの行動を予測するということについては、その一部をコン
ピューターに任せる、すなわち、シミュレーションを行うためのプログラムを組む
などしてそのような予測を行うということが、将来、『法』に関わる研究において
盛んになされる時代が来るかもしれない……とも考えています。何十年後かには、
コンピューターで、数十億人の人間や、それらの一部が集まって作られる組織や企
業、はたまた国の行動まで、（もちろん全部とは言いませんが）ある程度の予測や
シミュレーションが出来るようになり、その時点での最善の政策や、置いておくべ
き『法』やルールをコンピューターが示唆してくれる……そうした時代にまでなっ
てしまう可能性もあるかもしれません。そうなったら、『法学』という学問は今と
は全く違った形になっていることでしょう。

４．おわりに

　以上、『法』や『法学』について、いろいろと考え、述べてきましたが、『法学』
そのものの勉強や研究の意味や意義について考えてみても、結局、他の学問領域と
の関係や連携が大切であるということになってしまいました。つまるところ、どの
学問領域についても同じことが言えるのかもしませんが、現在では、ある学問領域
のみを勉強したり、研究したりすることももちろん大事ですが、それはあくまで、
将来の応用に向けた引き出しの中味を一つだけ用意することでしかなく、それを活
かすためには、複数の学問領域について勉強したり研究したりし、それによって引
き出しの中味を複数用意したうえで、それを組み合わせながら、新しいアイデアや
知見を生み出す……こうしたことにこそ、これからの学問の醍醐味があるのかもし
れませんし、そうした経験を重ねていくことが、『商学』の目的とされる「経済社
会を質・量ともに豊かにする」ことに繋がっていくのかもしれません。そうなりま
すと、別に『法学』でなくてもよいと思いますが、ある学問領域について、ある程
度深く勉強したり、研究することによって、そうしたことの醍醐味を感じてほし
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い。皆さんには、大学などにおける勉強や研究の中で、是非、そうしたことを感じ
る経験をしてほしいと思っています。
　もう少し付け加えますと、大学では、多くの学者や研究者たちが、そのようなこ
とを行おうとし、日々、研究したり、いろいろな意味でのTry & Error を繰り返
しています。そして、その成果の一部は、論文や本という形になって、図書館など
におさめられていますし、最近では、電子的な形をとっているものも多く、それら
はインターネット上でもみることができます。
　とりわけ、大学に来た学生さんたちには、是非、受け身で講義を受けるだけでな
く、ゼミなどを通じて、論文や本になる前の学者・研究者の思考のTry & Error
を間近で見たり、論文や本になったものなどを読んだりすることを通じて、将来の
様々な機会に備え、自らの引き出しの中味を増やしてほしいと思います。そのうえ
で、大学という場所は、勉強や研究のうえでいくらError や失敗をしても（まあ、
怒られることはあるかもしれませんが（笑）……）、人生の大きな失敗に繋がること
はまずありませんので、自分自身でも思考のTry & Error をたくさん繰り返し、その
成果を教員や仲間たちに発信していってほしいと思っています。そして、ディス
カッションをし、自分の思考にフィードバックする。そうしたことを繰り返してい
くことが、今は学者や研究者でもなかなか予想のつかない、でも、チャンスもいっ
ぱい転がっているであろう未来の社会の中で生きていくうえで、きっと皆さんにい
いことをたくさんもたらしてくれると思っています。

●注 

1） 新村出編（2008）『広辞苑 第六版 机上版 あ - そ』岩波書店 1249 頁。

2） ここでの『商学』の定義は、早稲田大学商学部「教育理念 ディプロマ・ポリシー」 
（http://www.waseda.jp/fcom/soc/about/policy）、アクセス日時 2016 年 1 月 18 日、を

参照しました。

3）『法』は、基本として、すべての人が守らなければなりませんが、事実上、死文化して
いる『法』も結構あります。たとえば、2004 年まで、わが国の株式会社は、規模の大小

や、株主の数にかかわらず、すべての会社が株券というものを発行することが法律で義

務づけられていましたが、中小企業でこのルールを守っていた会社はほとんどありませ

んでした。『法』がこのようになってしまっては、元も子もありません。

4）Massolution, 2015CF Crowdfunding Industry Report (2015).
5）EUROPEAN COMMISSION, GREEN PAPER Building a Capital Markets Union, at 
2-3, COM (2015) 63 final (Feb. 18, 2015).
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